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出典・参考：水資源機構HP

湖岸治水対策 ～琵琶湖周辺の治水対策～

大雨等により琵琶湖の水位が上昇し、内陸側の水が琵琶湖へ流れ出なくなったら
ポンプ運転を開始、水門等を閉めて内陸側の水を琵琶湖に排水します。
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出典・参考：水資源機構HP

湖岸治水対策 ～琵琶湖周辺の治水対策～



排水機場

湖岸堤

内水排除対策地区

凡例

非内水排除地区

内水排除対策地区と非内水排除地区
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※ 非内水排除地区：内水排除施設が設置されていない、水門や樋門が設置されている地区

出典・参考：水資源機構作成資料



内水排除対策地区の採択基準
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内水排除対策地区は、国（国土交通省（当時 建設省）および農林水産省）の内水排除の採択基準などを参考にして
下記のとおり決められている。
以下のすべての条件を満たすこと。
① 流域面積が3km2（300ha）以上であること。
② 30年に1回程度発生する大雨で琵琶湖水位がB.S.L.+0.8mになった時に、浸水面積が30ha以上で
あること。

③ ②の琵琶湖水位がB.S.L.+0.8mの時に、浸水深が30cm以上となる水田が、1ha以上であること。

※浸水面積は、洪水などで水田が水に浸かる面積をいい、その時の深さが浸水深である。

出典・参考：水資源機構HP



非内水排除地区の水門操作
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内水排除対策地区の採択基準には満たない地区で、内水排除施設が設置されておらず、水門や樋門だけが

設置されている地区（非内水排除地区）がある。

これらの水門や樋門は、関係市の要請に基づき、水資源機構が水門や樋門の操作を行い、関係市等が可搬

式ポンプで内水を排除することとされている。

出典・参考：水資源機構HP



内水排除施設の操作方法
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出典・参考：水資源機構HP



内水排除施設のポンプ能力
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ポンプの能力は、水田の浸水を対象に決められている。

水稲への浸水被害は穂バラミ期が最も大きく、穂バラミ期に水稲が浸水した場合、１日半以内に浸水深を

30cmまで低下させると、被害が少ないとされている。このため、30年に1回程度発生する強い雨を考慮して、

浸水時間をなるべく短くし、被害を最小限にくい止めることができるよう、ポンプの規模（能力）が決めら

れている。

しかし、平成29年台風21号等、近年発生した洪水時には麦や大豆など、水田から畑に転作されている場所

で被害が発生し、課題となっている。

米原排水機場

出典・参考：水資源機構HP


